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資源エネルギー庁

資料３－１

北海道における再エネ導⼊拡⼤に向けた
調整⼒制約への対応
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本⽇の御議論

 本⽇は、北海道における再エネ導⼊拡⼤に向け、以下の論点について御議論いただき
たい。

① シミュレーションの精緻化（平滑化効果の考慮等）について
② 調整⼒不⾜による出⼒制御の扱い、対象となる電源について
③ 変動緩和要件の撤廃に係る課題整理

項⽬ 論点 検討の場
必要な調整⼒の
算定

・シミュレーションBの精緻化（平滑化効果の考慮等）
・北海道における再エネの導⼊量・⾒込みの提⽰

系統WG
系統WG

本⽇論点①
5/24

必要な調整⼒の
確保

・⾃然変動電源の制御による調整⼒低減
・調整⼒の調達量に関する費⽤負担
・調整⼒の分担（蓄電池・DR・広域連系設備等）
・系統⽤蓄電池の導⼊促進・環境整備

⼤量⼩委
⼤量⼩委
系統WG
系統WG

4/26 議論を開始
4/26 議論を開始
7/7
7/7 議論を開始

調整⼒不⾜時の
対策

・変動電源の制御に係る制度⾯での課題
・電源側・指令側の技術・システム側の対策
・調整⼒不⾜時間帯等の⾒込みの算出

系統WG 等
系統WG
系統WG

本⽇論点②
次回以降
7/7

要件撤廃 ・変動緩和要件撤廃について 系統WG 7/7
その他 ・⼿続き的な課題整理 系統WG 本⽇論点③



（URL）https://www.nedo.go.jp/content/100956967.pdf

定格容量⽐の変動率
y ൌ െ0.43𝑥ି.ସଽ （⼀次）
y ൌ െ0.55𝑥ି.ସଶ （⼆次①）
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論点①︓調整⼒必要量に係るシミュレーションの精緻化について（平滑化効果）

 第40回系統WGにおいて北海道エリアにおける⾵⼒発電の増加に伴い必要となる調整⼒の推移が⽰
されたところ、連系量が増加すると設備容量に対する変動割合が⼩さくなる※1平滑化効果や、出⼒制
御による変動抑制効果などを踏まえ、シミュレーションの精緻化が必要との指摘があった。

 ⼀次及び⼆次調整⼒①※2を算出する際の平滑化効果について、新エネルギー・産業技術総合開発
機構の委託調査により、北海道における⾵⼒の発電実績から算出した結果は以下のとおりであり、北海
道電⼒ネットワークにおける試算の際、⾵⼒発電の変動に対して設備容量⽐に代えて⽤いることとした。

 なお、本試算は⽇本海側を中⼼に⽴地する既存の⾵⼒28サイトにおける2021年度の発電出⼒実績
データより算出したものであり、将来的に、⼤規模な洋上⾵⼒が導⼊されたり、サイトの分布が変わった
場合等には結果が変わる可能性がある点に留意が必要。

※1 連系量の増加に伴い、調整⼒の必要量⾃体は増加する点に注意

※2 ⼆次②、三次①については変動ではなく予測誤差から算出されるものであるため対象外とされた
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論点①︓調整⼒必要量に係るシミュレーションの精緻化について
 北海道電⼒ネットワークにより、第40回系統WGにおける試算に利⽤したデータに対して平滑化

効果や出⼒制御による変動抑制効果等を適⽤することでシミュレーションを精緻化し、⾵⼒発電
の増加に伴い必要となる調整⼒の推移や、不⾜時間帯の⾒込みが⽰された。

 精緻化前と⽐較し、追加連系量が増加するに従って効果の影響により調整⼒必要量が抑えられ、
不⾜時間帯についても減少することが明らかになった。

 他⽅、⾵⼒サイトの増加等により平滑化効果や出⼒制御の状況等にも影響があることから、引き
続き、実際の連系量等を踏まえて影響を注視していく必要がある。

第40回 系統WG
（2022年7⽉7⽇）資料1

三次①

⼆次②
⼀次・⼆次①

第40回系統WGの試算データに平滑化効果や
変動抑制効果等を適⽤
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論点②－１︓調整⼒不⾜による出⼒制御の在り⽅について

 昨年９⽉の電⼒広域機関の専⾨委員会において、需給調整市場で必要な調整⼒を
調達できなかったときは、余⼒活⽤契約による電源の追加起動を認めることとされた。そ
の結果、仮に調達不⾜が起きても、追加起動等により調整⼒が確保されることとなる。

 他⽅、それでもなお調整⼒が不⾜する場合、系統の安定性を確保するため、確保され
た調整⼒により調整可能な範囲に変動再エネ量を収めるべく、需給のバランス調整を⾏
う必要が⽣じる。

 その際、⽕⼒やバイオマスは、変動再エネ余剰時の通常の需給バランス調整においては
最低出⼒まで引き下げられることとなるが、調整⼒不⾜の解消に必要最低限の範囲で、
必要な出⼒を維持する（＝必ずしも最低出⼒まで引き下げない）運⽤を認めること
としてはどうか。

※その結果、調整⼒不⾜による出⼒制御は、変動再エネ余剰時の通常の需給バランス調整
による出⼒制御の⼀環として⾏われることとなる。

 なお、変動再エネが余剰とならない中で（＝出⼒制御なし）調整⼒が不⾜する状況は、
例えば、将来的に、脱炭素化された調整電源が増えない⼀⽅、⽕⼒の調整電源の退
出が急激に進んだ場合に起こり得る。

 そのような状況は、近いうちに⽣じるものではないと考えられるが、仮にそのような状況が
⽣じると認められる場合には、どのように出⼒制御を⾏うか、改めて検討を⾏う。



（参考）調整⼒不⾜時の出⼒制御の可能性について
 北海道電⼒ネットワークによるシミュレーションの結果、当⾯の間は、調整⼒不⾜が⽣じ

る可能性は少ないと考えられる⼀⽅、将来的に、調整電源の導⼊等が遅れる場合に
は、調整⼒の調達ができないケースも⽣じ得ると考えられ、そのような場合に系統の
安定性を確保するための⼿段が必要である。

 また、今後、変動緩和要件を撤廃し、調整⼒が不⾜した場合においても、系統の安定
性を確保する⼿段が必要である。そのため、調整⼒不⾜時には、⾃然変動電源の出
⼒制御を⾏うことで調整⼒必要量を低減することもできるようにしてはどうか。

 なお、需給バランスによる出⼒制御が発⽣する状況では、必要な調整⼒は低減すると
考えられるところ、どちらの状況が先に⽣じるかは、⾃然変動電源の連系量の推移等を
踏まえた追加の検討が必要である。なお、その場合には、例えば⽕⼒の追加起動など、
再エネ制御に繋がる⽅法で調整⼒を調達することの是⾮についても検討が必要では
ないか。

 また、需給調整市場の検討においても、調達不調が⽣じた場合には、エリアに調整電源
が存在することを前提に、調整⼒が不⾜するエリアの⼀送が代替電源等を調達すること
と整理されており、市場の制度や余⼒活⽤の在り⽅等について検討が進められている。

 具体的な⽅法や、判断の基準、タイミング、費⽤負担については、これらの検討状況も
踏まえ、引き続き、全体コストにも留意して検討する必要がある。

第40回 系統WG
（2022年7⽉7⽇）資料2
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（出所）広域機関 第32回 需給調整市場検討⼩委員会（2022年9⽉26⽇）資料2
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論点②－２︓対象となる電源について

 仮に、需給バランス調整による出⼒制御の⼀環として調整⼒不⾜による出⼒制御を実
施することとしても、既存電源と新規電源の公平性の観点からすると、調整⼒不⾜に対
応する制御分については、原則として蓄電池等の併設が要求されなくなる撤廃時点以
降に接続検討を⾏う電源を対象に制御がなされるべきと考えられる。

 したがって、撤廃時点以降に接続検討を⾏う電源については、当該制御の対象となるこ
とについて明確化しておく必要がある。

 ノンファーム型接続の試⾏の際には、通常の託送供給等約款による電⼒受給契約に加
え、平常時の出⼒制御を前提に連系を認める補⾜的な同意書（私契約）をもってノン
ファーム型接続を明確化していた。

 変動緩和要件を不要として接続検討の受付を⾏う案件については、ノンファーム型接
続の試⾏時を参考に 、需給バランス調整による出⼒制御の⼀環として調整⼒不⾜によ
る出⼒制御を実施する際に、調整⼒不⾜に対応する抑制分の対象となることを前提
に連系を認める補⾜的な同意書をもって、契約申込⼿続を⾏うこととしてはどうか。
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（参考）調整⼒不⾜による出⼒制御の対象
 調整⼒不⾜による出⼒制御を⾏う場合、対象となる電源を整理する必要がある。
 論点②－２〜４で整理した電源は、調整⼒不⾜に対応するためのそれぞれの条件に従

うことで系統接続するものである。調整⼒不⾜による出⼒制御については、具体的な⽅
法や、判断の基準、タイミング、費⽤負担等については引き続き検討が必要であるところ、
既存電源と新規電源の公平性の観点より、原則として、蓄電池等の併設が要求されな
くなる撤廃時点以降に接続検討を⾏う電源を、調整⼒不⾜による出⼒制御の対象と
する⽅向で検討を進めてはどうか。

 なお、リプレースに伴う契約の更新では最新の系統連系技術要件が適⽤されるため、将
来的にはそれぞれの電源が調整⼒不⾜による出⼒制御の対象となると考えられる。
＜要件撤廃時点において＞

②－３ 変動緩和要件を遵守する条件で連系 ②－２ 契約に従う②－５ 調整⼒不⾜による出⼒制御の対象

第39回 系統ワーキンググループ
（2022年5⽉24⽇） 資料5



10

論点③－１︓変動緩和要件撤廃に係るスケジュール

 第40回系統WGにおいて、2023年7⽉より受付を開始することを⽬指すとし、物理的
な連系のタイミングについては、系統WG等での検討の進捗や、再エネ及び調整⼒の導
⼊量等を踏まえて、引き続き検討するとしていたところ。

 今回、シミュレーションの精緻化により、引き続き当⾯の間は調整⼒が不⾜する断⾯は
⽣じないと考えられるため、予定どおり2023年7⽉1⽇より、変動緩和要件を不要とし
た接続検討の受付を開始することとしてはどうか。

 なお、2023年度FIT・FIP⼊札案件の認定取得期限として、⾵⼒は2024年5⽉20⽇、
太陽光は2024年6⽉10⽇（第18回）、までに連系承諾が必要であるところ、標準
期間等を考慮すると、受付開始後、7⽉中に申込の集中が想定される。したがって、申
込書類（案）の内容協議（連系地点・形態の協議等）は早めに⾏うことが望ましい
ことから、7⽉1⽇を待たず、早ければ4⽉中など、北海道電⼒ネットワークの準備がで
き次第開始することとしてはどうか。



論点③－２︓蓄電池募集プロセスⅠ期残容量の残余及びⅡ期について

 蓄電池募集プロセスは、調整⼒を担保した接続枠を確保することを⽬的とするものであ
り、変動緩和要件の撤廃後には必要ではなくなるため、第40回系統WGにおいて、洋
上⾵⼒への割当の可能性を検討していたⅡ期について、基本的には取りやめの⽅向とし、
状況等を踏まえて最終的な判断を⾏うこととしていた。

 今回、2023年7⽉1⽇より変動緩和要件を不要とした接続検討の受付を開始すること
としたことから、新たな蓄電池募集プロセスにより調整⼒を担保した接続枠確保を⾏う必
要性はなくなった。

 したがって、蓄電池募集プロセスについて、進⾏中のⅠ期残容量を最後として、その残
余及びⅡ期については取りやめることとする。

 なお、第18回洋上WGにおいて、洋上⾵⼒については、ノンファームを前提とした国によ
る系統確保スキームに集約していくことを念頭に、 将来的に事業者による系統確保を求
めない⽅向に移⾏することと整理された。

 現在、北海道の準備区域５区域（⽯狩市沖、岩宇・南後志地区沖、島牧沖、檜⼭
沖、松前沖）については、系統確保スキームの適⽤を想定した事前調査を実施中であ
り、洋上⾵⼒における系統の取扱いについては、調査結果等を踏まえつつ、ノンファーム
型接続を前提とした系統確保スキームの在り⽅とともに、今後整理を検討する。
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（参考）系統確保スキームに関する今後の⽅向性

1. 促進区域指定のための系統接続の確保については、事業者が確保している系統の活⽤に加えて、あらかじめ
国が⼀般送配電事業者に対し、暫定的な系統容量の確保を要請する「系統確保スキーム」の制度設計を進
めてきたところ。

2. サイト調査に「セントラル⽅式」が導⼊されることを踏まえ、今後の系統接続の確保の⽅法についても、事業者
ではなく、国による系統確保スキームに集約していくことを念頭に置きつつ、系統確保スキームに関する調査
事業で得られた知⾒も踏まえ、ノンファーム型接続を前提とした系統確保スキームの在り⽅を検討していく。

3. それに伴い、当⾯は、現⾏の⽅式（事業者が確保している系統を公募で活⽤）に基づいて、「事業者から
の情報提供」（再エネ海域利⽤法に基づく促進区域の指定に向けた有望な区域等の整理に係る事業者からの情報提供
の受付）で事業者から情報提供を受けた確保済み系統も対象とするが、将来、事業者が確保した系統の活
⽤を前提にはせず、事業者による系統確保を求めない⽅向に移⾏していくこととする。
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第18回 洋上WG
（2023年1⽉30⽇）資料４


